
                           松山市消防局予防課からのお知らせ 

※裏面あります。 

 

〇一般住宅と長屋の取り扱いについて 

松山市消防局では、一般住宅と長屋は、消防法施行令別表に該当しない用途であることか

ら、消防法上の無窓階判定や内装制限の判定は行っておりません。ですが、次の点について

審査を行っていますので、参考にして頂ければ消防との協議を軽減できるかと思います。 

〇住宅用火災警報器 

 住宅用火災警報器は、基準通りに設置されているかを確認していますが、以下の点につい

て、設計者様に問い合わせをさせていただくことがございます。 

『階段上部の警報器位置』 

 

『キッチンの警報器種類』 

 

〇使用しているガスの種類 

 都市ガスかＬＰＧで規制が変わります。都市ガスの場合は、引き込み位置等が記されてい

なかったり、文字で確認できなければお問い合わせをします。 

ＬＰＧの場合は、以下の点について、確認していただき、記載がない場合は電話での確認

と図面への追記をお願いさせて頂きます。 

    

     

  

  

  

  

  
  

  
     

    

         

  

  

  

        

壁付けタイプもあります。 

よく、下がりを意味する「DN」の文字等と重なるのを避 

けるため、適正な位置からずれて作図されていることがあり

ます。重なっても良いので適正位置（階段踏面一番上）に作

図してください。 

 また、部屋の住宅用火災警報器は、有効に感知出来る位置

に設置してください。 

例：部屋の中央、部屋の出入口付近など。 

キッチンに煙式を設置していることがありますが、調理中に誤

作動の恐れがあるため、熱感知器の設置を推奨しています。 

熱感知器の凡例は『H』の記号です。 

 



 

 

 

※１ 

 火気とは、固定された給湯器、室外機、駐車された車（EV含む。）やバイクのエンジンな

どが該当します。ボンベの外面から２ｍ以内にこれらの火気を置くことは出来ません。図面

には、「２ｍ以内火気なし。」等と記載してください。 

 また、設置している数量によっては、届出が必要となるため、数量の記載をお願いいたし

ます。（例：50ｋｇ×３本など。） 

 

 

 

 

 

※２ 

 ２ｍの離隔が取れない場合、不燃の物で遮蔽する必要があります。ボンベの幅と高さ以上

の物が必要です。図面上は「不燃板で遮蔽」等と記載してください。 

 

 

 

 

 

※３ 

専用ボンベ庫は不燃ですが、換気口が側面下などにある場合は、この換気口から２ｍを超

える離隔距離又は不燃物のよる遮蔽が必要です。上部の換気口は、ボンベの高さよりも高い

位置にあることがほとんどで、ボンベ庫自体（鋼製等）で遮蔽されているため支障ありませ

ん。 

〇オール電化住宅 

 オール電化住宅は、図面上でキッチンにＩＨ、給湯器にエコキュートといった表記が見ら

れず、オール電化と判断出来ない場合は、お問い合わせさせていただきます。 

〇条例規制を受けそうなもの 

 一般家庭であっても松山市火災予防条例の適用を受けます。通常の一般家庭に設置されて

いないような物（薪ストーブなど）を取扱う場合は、松山市消防局予防課にご相談ください。 

LPGボンベ 

室外機等 
不燃の板やコンクリートブロック等で遮蔽 

※すべてを囲う必要はありません。隔てる事が出来れば支障ありません。 

給湯器等 
２ｍ 

LPGボンベ 火気等から「２ｍ以内」の範囲を網掛

け等で図示していただくと分かりやす

いかと思います。 

【問い合わせ先】 

松山市消防局予防課 消防設備担当 

TEL：089-926-9216 FAX：089-926-9163 

50㎏×3本 

ガスの使用がある

LPG

２ｍ以内に火気を置かない。※１

火気との間を不燃の物で遮蔽する。※２、３

都市ガス 都市ガスである事を記載してください。

※２ｍ以内火気なし。 


